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平成21年5月14日 

 

 

  

 

 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

   当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり平成21年6月25日開催予定の第118期

定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせ

いたします。 

 

記 

１.定款変更の理由 

(1)今後の事業の多様化に備えるため、現行定款第２条(目的)に事業目的を追加するもの

であります。 

 (2)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部

を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年１月５日に施行されたことに伴い、

上場会社の株券電子化が実施されたことから、これに対応するため、株券の存在を前提

とした規定の削除およびその他所要の変更を行うものであります。 

   また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるものであります。 

 

２.定款変更の内容 

定款変更の内容は、別紙のとおりです。 

 

３.日程 

  定款変更に関する株主総会開催日  平成21年6月25日(木曜日)  

  定款変更の効力発生日       平成21年6月25日(木曜日)  

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

会 社 名    飯 野 海 運 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  杉 本 勝 之 

（コード番号 9119 東・大・名 各第一部、福、札） 

問合せ先     総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 長 命  渉 

（TEL. 03－5408－0360） 
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別 紙 

（変更箇所は下線の部分です。） 

現 行 定 款 変   更   案 

(目 的) 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

 1) 海運業 

 2) 船舶代理業 

 3) 不動産の売買、賃貸借、管理、仲介および鑑

定評価 

(新 設)  

4) 不動産の管理に付随する煙草、酒類その他陶

漆器等の地方物産販売 

 5) 建築ならびに土木の設計監督および請負 

 6) 倉庫業 

 7) コンビニエンスストアの経営 

 8) スポーツ施設の経営 

 9) 飲食店の経営 

10) 写真スタジオの経営 

11) 食料品の輸入、仕入および販売 

(新 設) 

12) 前各号に付帯する一切の業務 

(目 的) 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

1)        （現行どおり） 

2)        （現行どおり）   

3)        （現行どおり） 

 

4) 貸ホールおよび貸会議室の経営 

5) 不動産の管理に付随する煙草、酒類その他陶

漆器等の地方物産販売 

6) 建築ならびに土木の設計監督および請負 

7) 倉庫業 

8) コンビニエンスストアの経営 

9) スポーツ施設の経営 

10) 飲食店の経営 

11) 写真スタジオの経営 

12) 食料品の輸入、仕入および販売 

13) 船員派遣事業 

14) 前各号に付帯する一切の業務 

(発行可能株式総数および株券の発行) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、４億4,000

万株とする。 

２．当会社は、株式に係る株券を発行する。 

(発行可能株式総数) 

第６条      （現行どおり） 

 

(削 除) 

(単元株式数および単元未満株券の不発行) 

第８条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

２．当会社は、第６条第２項の規定にかかわら

ず、単元株式数に満たない数の株式(以下 ｢単元未

満株式」という｡）に係る株券を発行しない。ただ

し、株式取扱規則に定めるところについてはこの

限りではない。 

(単元株式数) 

第８条       （現行どおり） 

        (削 除) 

 

 

(単元未満株主の権利) 

第９条 当会社の単元未満株主(実質株主を含む。

以下同じ｡)は、その有する単元未満株式につい

て、次に掲げる権利以外の権利を行使することが

できない。 

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする

権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当

ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権

利 

(4) 次条に定める請求をする権利 

(単元未満株主の権利) 

第９条 当会社の単元未満株主は、その有する単

元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利

を行使することができない。 

  

(1) ～ (4)  （現行どおり） 
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現 行 定 款 変   更   案 

(株主名簿管理人) 

第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定め、これを公告する。 

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以

下同じ｡)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿

の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名

簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関す

る事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社にお

いては取り扱わない。 

 

（現行どおり） 

２．      （現行どおり） 

 

３．当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作

成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿およ

び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理

人に委託し、当会社においては取り扱わない。 

(株式取扱規則) 

第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数

料は、法令または本定款のほか、取締役会におい

て定める株式取扱規則による。 

(株式取扱規則) 

第12条 当会社の株式に関する取扱いは、法令ま

たは本定款のほか、取締役会において定める株式

取扱規則による。 

(定時株主総会の基準日) 

第14条 当会社は､毎年3月31日の最終の株主名簿

に記載または記録された議決権を有する株主を

もって､その事業年度に関する定時株主総会におい

て権利を行使することができる株主とする。 

２．前項のほか、必要があるときは､取締役会の決

議によって､あらかじめ公告して基準日を定めるこ

とができる。 

(定時株主総会の基準日) 

第14条 当会社は､毎年3月31日の最終の株主名簿

に記録された議決権を有する株主をもって､その事

業年度に関する定時株主総会において権利を行使

することができる株主とする。 

(現行どおり) 

(期末配当金) 

第40条 当会社は､株主総会の決議によって､毎年3

月31日の最終の株主名簿に記載または記録された

株主または登録株式質権者に対し､金銭による剰余

金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払

う。 

(期末配当金) 

第40条 当会社は､株主総会の決議によって､毎年3

月31日の最終の株主名簿に記録された株主または

登録株式質権者に対し､金銭による剰余金の配当

(以下「期末配当金」という。)を支払う。 

(中間配当金) 

第41条 当会社は､取締役会の決議によって､毎年9

月30日の最終の株主名簿に記載または記録された

株主または登録株式質権者に対し､会社法第454条

第５項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」

という。)をすることができる。 

(中間配当金) 

第41条 当会社は､取締役会の決議によって､毎年9

月30日の最終の株主名簿に記録された株主または

登録株式質権者に対し､会社法第454条第５項に定

める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)

をすることができる。 

 

(新 設) 

 

 

 

 

(新 設) 

 

附則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備

置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、株

主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを

取り扱わない。 

 

第２条 前条および本条は、平成22年１月５日ま

で有効とし、同日の経過をもって前条および本条

を削除する。 

 


